
地域医療介護総合確保基⾦区分６
について
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出典︓令和４年度第１回 都道府県医療勤務環境改善担当課⻑会議

令和４年度より、
稼働病床数⇒最大使用病床数
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地域医療介護総合確保基⾦（区分６）
医師の勤務環境改善に資する取組に対して、
ハード（勤怠管理システム導⼊費等）・ソフト（非常勤医師人件費
等）の両面で補助するもの。

・救急実績が1,000件〜2,000件
・周産期医療、⼩児救急等を提供

等の要件のいずれかを満たし、
地域医療において役割がある

＋
B水準、連携B水準相当の医師を有し、
又は雇用する予定(※)で、時短計画
策定・勤務間インターバルの設定等
に取り組んでいる

※法施⾏後、結果が予定と異なったとしても、
補助⾦を返還することにはなりません。
予定があれば申請できます。 3

交付対象者（概略）



︕注意︕
診療報酬の地域医療体制確保加算を取得している場合は、対象外。

年間で2000件以上

年間で2000件未満

基⾦区分Ⅵ対象外
(診療報酬で対応)

基⾦区分Ⅵの対象の
可能性有

救急搬送件数が、
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補助率 補助内容 例 

10
分
の
９ 

ＩＣＴ等費用 

・スマートフォンで電子カルテを閲覧
できるシステム 

・ＡＩ問診システム 
・カルテの⾃動⾳声⼊⼒システム 
・勤怠管理システム等の導⼊ 

休憩室の設備購⼊
等の休憩環境整備
費用 

医師等の休憩環境の整備に要する費用 

対象経費︓資産形成経費（ハード⾯）
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補助率 補助内容 例 

10
分
の
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医師事務作業補助者研修費用 医師事務作業補助者に必要な研修の受講料 

改善支援アドバイス費用 
勤務間インターバルの導⼊等働きやすい 
環境整備のための勤務環境改善アドバイス
経費等補助 

医療専⾨職支援人材の雇用 看護補助者等の導⼊経費 

タスク・シェアリングに伴う 
医療専⾨職雇用等に係る補助 非常勤専⾨職に係る人件費 

対象経費︓その他経費（ソフト⾯）

※診療報酬により、医師事務作業補助体制加算、看護補助加算を取得している
場合、重複して補助を受けることはできません。 6



・勤怠管理システム導⼊費
・非常勤医師人件費（外来・手術・当直等）
・医局、当直室の整備・改修費（ベッド、椅子、Wi－Fiの設置）

実際の補助例

• 前年度病床機能報告の
最大使用病床数 × 133千円

補助基準額

「等」には何が含まれる︖
例えば、
・勤務実態を把握するためにかかる各医師の負担を軽減したい…
・時短計画作成のため、専⾨的な知識を持つ者を雇用したい…
⇒非常勤事務職員の人件費も補助できます。お気軽にお問い合わせ

ください︕
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R4年度補助事業スケジュール（予定）

年 時期 対応

R4 11~12月(予定) 医療機関から県へ申請書提出

R5 1月 県から医療機関へ交付決定通知

3月末まで 医療機関は納品等の手続を完了させ、実績報告を県に提出

4月以降 実績報告確認後、補助額の確定・支出

近日中に、
申請意向を表明している
医療機関へ
申請受付開始通知予定

※意向がある場合は早急
に御連絡ください。

問合せ先︓神奈川県 健康医療局 医療課
（電話） 045-210-4877 
（メール） ouhuku-ishikakuho@pref.kanagawa.lg.jp
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（参考）診療報酬 「地域医療体制確保加算」（国管轄）

（令和２年度新設 520点⇒令和４年度改訂 620点）
（医療従事者の負担軽減、医師等の働き⽅改⾰の推進）

条件
①「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計
画」を作成すること

②救急搬送件数 年2,000件以上（R3:県内65病院程度）等の条件を満たすこと

POINT︕
県補助事業との併用は不可。（診療報酬を受けている部分は申請できない）
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発表は、以上となります。
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